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ゆうがおマラソン 大会
 

このマラソン大会は、スポーツ振興くじ助成金を受けて開催されています 







▼法定相続情報証明書制度の申出書 
　 ▽遺産分割協議書の作成 
 ▼建設業許可申請 
　 ▽建設工事入札参加資格審査申請 
 ▼在留資格取得許可申請（Residence Card） 
 　▽帰化許可申請 
 ▼行政不服申立て 栃木県行政書士会会員　栃木支部支局長 

行政書士　大塚法務事務所 
〒321 0216　下都賀郡壬生町壬生丁121-3 

TEL/FAX　0282 82 8083

ADMINISTRATIVE　PROCEDURES　SPECIALIST

行　政　手　続　き　の　専　門　家 



星野　凛（壬生寺保育園） 

市田心十葉（壬生東小２年） 

星野　陸（壬生東小６年） 

組手幼児の部 

小学１年の部 

小学６年の部 

準優勝 

３　位 

３　位 





安全と安心を提供する まごころサービス 
鈴木自動車販売グループ 

フリーダイヤル（通話料 当社負担）0120-12-0798







○平成30年３月31日（土）、4月１日（日）、７日（土）、
　８日（日）のうち１日間又は２日間 
　販売時間は午前10時から午後５時まで　          
※出店希望者が多数の場合は1日のみの出店に限ら
　せていただきます。 
 
 
      
○テントエリア：しののめ花まつり会場内で主催者
　が指定した場所・１日３店舗まで  
※出店テント（組立式簡易テント奥行5.4ｍ×間口
　3.6ｍ程度）及び長テーブル（W1800×D450）４台・
　パイプイス４脚は、主催者側で用意します。 
○フリーエリア（キッチンカー等）：しののめ花まつり
　会場内で主催者が指定した場所・１日２エリアまで 
 
 
 
①必須条件 
＊町税及び町に対する公共料金を滞納していない方。 
②かつ以下のいずれかの条件を満たしている方 
＊本町に引き続き５年以上住所を有する方、法人に
　あってはその代表者。 
＊本町で３年以上営業されている方。 
＊本町の商工会員の方。 
＊その他、出店審査会が認めた町内の個人又は団体
　等。 
＊キッチンカーに関しては、町内販売の実績があれ
　ば出店できる。 
 
 
 
農産物、商品、製品の展示販売及び飲食物の簡易調
理販売          
※出店に関する機材類はご持参願います。冷蔵庫な
　どの電気機器を使用する場合は、出店される方が
　発電機も併せてご用意ください。給排水設備は使
　用できません。 

○出店審査会が認めたもの 

○詳しい内容はお問い合わせください。 

※販売禁止の品目 

・しののめ花まつり出店会販売品目 

　焼きそば・から揚げ・焼きいか・フライドポテト

　他（お問い合わせください） 

・しののめ花まつり出店会申し合わせ商品（９品目） 

　ガス風船・お面・わたあめ・お好み焼き・かき氷・

　バナナチョコ・煮イカ・クレープ・たこ焼き          

 

 

 

１テント：１日につき　5,000円  

１エリア：１日につき　3,000円  

 

 

 

①指定された場所を他人に転貸することや、目的以

　外に使用することはできません。 

②指定された場所以外では営業できません。 

③販売品目は適正な価格で販売し、全ての商品に販

　売価格を表示してください。 

④お客様とのトラブルには誠意をもって対応願いま

　す。 

⑤出店で発生したゴミは全てお持ち帰りください。

　（生ごみ・煮汁など） 

 

 

 

 「しののめ花まつり会場出店許可申請書」に添付

書類を添えて、壬生町観光協会（壬生町役場商工観

光課）に提出願います。 

※書類は下記にて配布、または町公式ウェブサイト

　よりダウンロードください。 

　提出期限は２月16日（金）午後５時までに申請書必

　着とさせていただきます。　　          

◎出店については「壬生町しののめ花まつり出店許

　可審査会」において、出店の可否を決定いたしま

　す。内容等によっては出店できない場合もござい

　ますので、予めご了承願います。 



壬生町長選挙 
壬生町議会議員選挙 
壬生町長選挙 

壬生町議会議員選挙 
壬生町長選挙 

壬生町議会議員選挙 

　世帯２名ずつの入場券を郵便はがきで発送いた

します。（世帯が３名以上であれば、２枚以上の

はがきが郵送されます。） 

　もしお手元に届かない場合は、壬生町選挙管理

委員会にお問い合わせください。届かない場合で

も、ご本人が確認できれば投票ができます。 





納税・滞納処分Ｑ＆Ａ こんな話をよく聞きます 

Ａ1　法律には、税金は全ての債務（借金含む）に優先すると定めてあります。個人債務よりも税金が

　　  優先されます。（地方税法第14条） 

Ａ2　税は納期内納付が大原則です。督促状発送日から10日を経過した日までに完納しない時は「差し 
　　  押さえをしなければならない」と明示してあります。（国税徴収法第47条） 

Ａ3　税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき財産すべてに対する調査権限が発生します。 
　　  この権限により調査を受けた金融機関等の関係機関は、協力しなければなりません。また、財産
　　  の調査は、個人情報保護法に一切抵触しません。 

Ａ4　差し押さえ等をするにあたり、自宅訪問して納税を催告する行政サービスは原則として行いませ 
　　  ん。差し押さえ等が行われるまでには、必ず事前に督促状などの通知が送付されています。 

Ａ5　金額の大小に関わらず差し押さえ等を行います。「小額の滞納だから差し押さえられないはず…」 
　　  といった考えはお止めください。 

　納税の公平と税収の確保を図るため、３月を「県内一斉地方税滞納整理強化月間」として、栃木県との協働に
より、県下一斉に徴収の強化に取り組みます。 
 
 

　町が提供する、福祉や教育をはじめ様々なサービスは、町税が主な財源の一つです。町税の滞納は、町の財政 
を圧迫し、町民サービスに支障をきたすことになりかねません。そして何より、納期内に税金をきちんと納めて
いる大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。また、督促状の送付などの経費に余分な税金を使うこと
にもなります。そのため、町では、収入や財産がありながら町税を納付しようとしない滞納者に対しての滞納処
分（差押え等）を強化しています。 
 
 

　税金を納期限までに納めなかった方には、督促状が送付されます。この督促状が発送された日から起算して10 
日を経過した日までにその税金を完納しなかったときには、町は滞納者の財
産（預貯金、生命保険、不動産、給料、自動車、動産〈電化製品や美術品、
貴金属等〉）を差し押さえなければならないことが法律で定められています。 
　財産調査には滞納者の自宅などの捜索も含まれ、町は捜索時に発見した財
産を差し押さえます。「捜索」とは、税を徴収する職員に認められた権限で、
裁判所の令状は不要です。 
　また、自動車のタイヤロック（写真）を行う場合もあります。タイヤロック
とは、差し押さえた自動車を運行、使用させないための措置（国税徴収法第
71条）で運行不能状態にするものです。 
 
 

　病気や失業、事業の廃止、災害にあったなど、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難 
な方は、納期内に町税務課収税係まで連絡してください。生活状況等をお聞きしたうえで、徴収の猶予などをす
ることができます。事情により納付が困難な場合は、そのまま放置せず、まずは連絡してください。 





！ 



http://www.jma.go.jp/jma/menu/menuflash.html 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/kurashi/bousai/realtime/index.html 
http://www.town.mibu.tochigi.jp/ 
http://www.bousai-mibu.jp/ 
http://www.tca.or.jp/information/disaster.html 
 
http://teideninfo.tepco.co.jp/



0282 51 6022
0282 51 2943































○場　　所
◎問 合 せ

２月20日（火）　１歳６か月児健診
　　27日（火）　３歳児健診
３月６日（火）　４か月児健診
　　13日（火）　10か月児健診

保健福祉センター
こども未来課母子保健係　☎81－1887

○移動図書館（BM）３月の日程

○移動図書館（BM）２月の日程

13：00～ 13：45

13：00～ 13：45

13：15～ 13：45

13：15～ 13：45
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